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三重県議会議会活動計画の改定案概要 

 

１ 改定の考え方 

（１）提言事項の反映 

「４年間を通した議会活動の評価及び次期改選後議会への提言」における提言

事項を反映する。 

（２）議会活動を体系的に整理 

   議会基本条例に規定されている４つの基本方針に沿って「取組内容」を体系的

に整理する。 

（３）評価対象の拡大 

   改定前活動計画では常任委員会活動のみを評価対象としていたが、評価対象を

拡大し、広聴広報会議及び特別委員会についても評価対象とする。 

 

２ 主な改定箇所 

（１）「１計画の趣旨（改定前項目）」について 

改定前活動計画では各常任委員会に焦点を当てた趣旨説明となっていたが、改

定案においては基本条例に基づいた議会活動の基本とすべき４つの基本方針に

沿って議会活動が行われ、議会活動が効果的に行われるために議会活動計画を策

定する旨を体系的に説明する記述とする。 

 

（２）「４取組内容（改定前項目）」について 

   ４つの基本方針に沿って取組内容を体系的に整理する。 

  ① 開かれた議会運営の実現 

   【議会広聴広報計画の策定等】 

「議会広聴広報計画の策定」、「会議の公開」及び「各種媒体による広報」に

ついて新たに記述する。 

   【参考人制度等の活用】 

    提言を反映し、参考人制度等の活用について独立した取組項目として記述する。 

     【請願への対応】 

     請願への対応について新たに記述する。 

 

  ② 住民本位の政策決定と政策監視・評価の推進 

   【委員会審議の活性化】 

提言を反映し、「積極的な議員間討議」、「委員長会議の開催をはじめとした

委員会間の情報共有・調整」及び「連合審査会の活用」について新たに記述す

る。 

   【総合計画に係る調査・審査】 

    提言を反映し、審査・調査方法等議会の関わり方について記述する。 
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   【重点調査項目】 

    年間の委員会活動が計画的に行われるとともに重点調査項目を定めて必要

な調査・審査を行っていく旨を体系的に整理して記述する。 

 

  ③ 独自の政策提言と政策立案の強化 

基本方針に定める「独自の政策立案や政策提言に取り組む」のための取組（政

策に係る議員提出条例の制定及び検証、議員発議に係る意見書・決議の提出、

特別委員会等の設置、議会図書室の活用）について新たに記述する。 

 

  ④ 分権時代を切り開く交流・連携の推進 

基本方針に定める「分権時代を切り開く交流・連携の推進」のための取組（全

国都道府県議会議長会、各議長会議、紀伊半島３県議会交流会議）について新

たに記述する。 

 

（３）「５取組成果の確認、６継続的な改善活動（改定前項目）」について 

   取組評価制度に関する記述を体系的に整理する。 

  ① 年次毎の評価 

   【チェックシート】 

    提言を反映し、チェックシートに新たに「基本方針」欄と「取組方向」欄等

を追加する。 

   【広聴広報会議、特別委員会による自己評価】 

    提言を反映し、「個々の取組に応じた適切な評価主体の設定」として広聴広

報会議及び特別委員会を評価主体として追加する。 

 

  ② 議員任期４年間を通した評価及び提言 

   【県民意識調査の実施】 

提言を反映し、議会の自己評価だけではなく県民意識調査を実施すること

により県民が主体的に議会の取り組みの目的等を理解することができる評価

制度とする。 

   【複数外部有識者からのアドバイス】 

提言を反映し、４年間を通した議会活動の評価を行うに当たって客観性を

確保するために複数の外部有識者等からのアドバイスを受けるなどの検討を

行うこととする。 

 

３ スケジュール案 

５月２０日（月）：代表者会議において、議会改革推進会議での検討を決定 

６月 ３日（月）：推進会議 役員会において検討の場の決定 

議会活動計画の改定案概要の提示 

６月１０日（月）：推進会議 役員会において議会活動計画（素案１）の提示 
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６月１７日（月）：推進会議 役員会において素案の修正に関する協議 

６月２６日（水）：推進会議 役員会において議会活動計画（素案２）の提示 

７月１２日（金）：推進会議 役員会において議会活動計画（素案３）の提示 

７月２３日（火）：推進会議 役員会において修正案の協議（予備） 

９月定例月会議中：推進会議 総会において計画案の決定 

９月定例月会議中：代表者会議において計画の決定 
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         三重県議会議会活動計画 〔※改定案イメージ〕 

 

 

Ⅰ 三重県議会議会活動計画について 

１ 趣旨 

三重県議会は「二元代表制」の下、議会と知事等及び県民との関係を明らかに

し、県民の負託に全力でこたえていくことを決意し、平成１８年１２月、三重県

議会基本条例（以下「条例」という。）を制定しました。 

この条例では第２条で、三重県議会の基本理念を「分権時代を先導する議会を

目指し、県民自治の観点から、真の地方自治の実現に取り組む」と定め、第３条

で、この基本理念にのっとり、議会活動の基本とすべき４つの基本方針を掲げて

います。 

この活動計画は、条例で定めた４つの基本方針に沿って効果的に議会活動を行

うため、現議員任期期間である４年間（令和元年度～４年度）で、特に注力して

実施すべき事業等の実施計画を示すとともに、これらの取組に関する評価・提言

を行うための仕組みを明らかにするものです。 

 

２ 計画期間 

   令和元年５月～令和５年４月 

 

３ 基本方針 

① 開かれた議会運営の実現 

議会活動を県民に対して説明する責務を有することに鑑み、積極的に情報の

公開を図るとともに、県民が参画しやすい開かれた議会運営を行うこと。 

② 住民本位の政策決定と政策監視・評価の推進 

議会の本来の機能である政策決定並びに知事等の事務の執行について監視及

び評価を行うこと。 

③ 独自の政策提言と政策立案の強化 

提出された議案の審議又は審査を行うほか、独自の政策立案や政策提言に取

り組むこと。 

④ 分権時代を切り開く交流・連携の推進 

地方分権の進展に的確に対応するため、議会改革を推進し、他の自治体の議

会との交流及び連携を行うこと。 

 

 

 

Ⅱ 取組内容 

三重県議会は、○○○○○○○○○○に取り組むため、三重県議会基本条例第３
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条に掲げる基本方針に沿って以下１～４の取組を行います。 

 

１ 開かれた議会運営の実現 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

①  広聴広報会議の開催 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

② 議会広聴広報計画の策定 

 

③ 会議の公開 

 

④ 各種媒体による広報 

 

⑤ 議長定例記者会見の実施 

 

⑥ みえ県議会出前講座の実施 

 

⑦ みえ現場 de県議会の開催 

 

⑧ みえ高校生県議会の開催 

 

⑨ 参考人制度等の活用 

 

⑩ 請願への対応 

 

 

２ 住民本位の政策決定と政策監視・評価の推進 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

① 委員会審議の活性化 

 

② 年間活動計画の策定 

   ア 年間活動計画 

 

   イ 重点調査項目 

 

ウ 県内外調査 

 

 

③ 当初予算に係る調査・審査 
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ア 予算決算常任委員会 

 

   イ 分科会の取組 

 

④ 総合計画に係る調査・審査 

 

   ア みえ県民力ビジョン・第二次行動計画の評価等 

 

    イ みえ県民力ビジョン・次期行動計画の策定への関与 

 

    ウ みえ県民力ビジョン・次期行動計画の評価等 

 

   エ 次期総合計画の策定への関与 

 

   ⑤ 個別の行政計画に係る調査・審査 

 
   

３ 独自の政策提言と政策立案の強化 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

① 政策に係る議員提出条例の制定及び検証 

 

② 議員発議に係る意見書・決議の提出 

 

 ③ 特別委員会等の設置 

 

 ④ 議員勉強会の開催 

 

⑤ 議会図書室の活用 

 
  

４ 分権時代を切り開く交流・連携の推進 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

① 全国都道県議会議長会 

 

② 東海北陸７県議会議長会議・東海４県議会議長会議・近畿２府８県議会議長

会議 

 

 ③ 紀伊半島３県議会交流会議 

Ⅲ 取組の評価 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 
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１ 年次毎の評価 

（１）常任委員会による自己評価 

 

（２）広聴広報会議による自己評価 

 

（３）特別委員会による自己評価 

 

（４）代表者会議による評価の取りまとめ 

 

２ 議員任期４年間を通した評価及び提言 

（１）議会改革推進会議における協議 

     

ア 県民意識調査の実施 

 

イ 評価の客観性の確保 

 

（２）４年間を通じた自己評価及び提言 

 

 

Ⅳ 計画の変更・進捗管理 

 


